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前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事検査要領 
 

（趣旨） 

第１条 本要領は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」

という。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）、宅地造

成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３号。以下「省令」という。）

及び前橋市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則（令和７年前橋市規則第２３号）に基

づき実施する宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の検査の実施方法、手順

及び関係書類に関し、必要な事項を定め、適正かつ円滑な検査運用を図ることを目的とす

る。 

（検査の種類） 

第２条 本要領で定める検査（以下「検査等」という。）は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 法第１７条第１項又は第３６条第１項の規定に基づく完了検査 

(2) 法第１７条第４項又は第３６条第４項の規定に基づく確認 

(3) 法第１８条第１項又は第３７条第１項の規定に基づく中間検査 

（検査員） 

第３条 検査等を実施するための検査員は、開発指導課盛土規制係の技術職員とする。 

２ 開発指導課長は、必要に応じて検査補助者を指名し、検査員を補助させることができる。 

３ 検査員は、必要があると認めたときは、関係部署の職員に同席を求めることができる。 

（検査の申請） 

第４条 工事主は、検査等の申請を行うに当たり、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し

て提出するものとする。 

 (1) 工事写真（別表第２の撮影要領に適合するもの） 

 (2) 品質証明書、納入証明、試験成績書及び施工管理記録（転圧記録、材料証明等） 

 (3) 完成図書（平面図、縦断図、断面図、構造図等） 

 (4) その他検査員が必要と認める書類 

２ 開発指導課長は、申請書又は添付書類に不備があるときは、相当の期間を定めて補正を

求めることができる。 

（検査等の方法及び内容） 

第５条 検査等は、別表第１を用いて、現地状況、写真、品質証明書、その他の工事関係書

類の確認により、許可内容との適合性、施工状況、出来形及び品質について行うものとす

る。 

２ 検査等は、工事主及び工事施行者の立会いのうえ行うものとし、検査員は、工事の内容

について立会人に意見聴取を行うことができる。 

３ 検査員は、必要があると認めたときは、当該工事の設計者に検査等への立会いを求める

ことができる。 

４ 写真の確認は、別表第２により行うものとする。 

５ 別表第１及び別表第２に定めのない事項で、検査員が必要と認めた事項については、工

事主及び工事施行者と協議のうえ定めるものとする。 

６ 危険が予見される場合、その他必要があると認めたときは、検査員は、写真の追加、試

験又は再検査を指示することができる。 
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（検査結果の報告） 

第６条 検査員は、検査等を実施したときは、検査調書（様式第１号）により、速やかにそ

の結果を開発指導課長へ報告するものとする。 

（工事への意見） 

第７条 開発指導課長は、前条の報告により当該工事が許可内容に適合していないと認め

たときは、法第２０条第３項第２号、第３号又は第３９条第３項第２号、第３号の規定に

基づく監督処分をする場合を除き、法第１７条第１項、第３６条第１項、第１７条第４項、

第３６条第４項、第１８条第１項又は第３７条第１項の規定による申請の受理日（補正が

あるときは補正後の受理日。以下同じ。）から原則として１４日以内に検査意見書（様式

第２号）により、指導助言のための意見書を通知するものとする。 

２ 前項の通知に基づく是正工事が完了した際の検査等の申請については、法第１７条第

１項、第４項、第１８条第１項、第３６条第１項、第４項及び第３７条第１項の規定によ

るものとする。 

３ 検査員は、前項の申請の受理後、検査等を実施するものとする。 

４ 前項の検査等については、前２条（第５条及び第６条）の規定を準用する。 

（監督処分との関係） 

第８条 開発指導課長は、法第２０条第３項第２号、第３号又は第３９条第３項第２号、第

３号の規定に基づく監督処分を要すると認めたときは、前条による意見書の通知に代え

て、当該処分に係る手続を行うものとする。 

（検査済証等の交付） 

第９条 完了検査の結果、当該工事が法第１３条第１項又は第３１条第１項の規定に適合

していると認めたときは、法第１７条第１項又は第３６条第１項の規定による申請の受

理日から原則として１４日以内に宅地造成又は特定盛土等に関する工事の検査済証（省

令別記様式第十）を工事主に交付するものとする。 

２ 確認の結果、堆積されていた全ての土石が除去されたと認められたときは、法第１７条

第４項又は第３６条第４項の規定による申請の受理日から原則として１４日以内に土石

の堆積に関する工事の確認済証（省令別記様式第十二）を工事主に交付するものとする。 

３ 中間検査の結果、特定工程に係る工事が法第１３条第１項又は第３１条第１項の規定

に適合していると認めたときは、法第１８条第１項又は第３７条第１項の規定による申

請の受理日から原則として１４日以内に宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検

査合格証（省令別記様式第十四）を工事主に交付するものとする。 

（記録の保存） 

第１０条 検査調書、写真、品質証明書その他検査に係る記録は、電磁的記録を含め、当該

工事の完了日の属する年度から起算して５年間保存するものとする。 

２ 個人情報及び企業情報の取扱いには十分留意するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

  １ この要領は、令和８年２月１０日から施行する。 


